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１ 総合計画審議会の役割

西予市総合計画策定条例 西予市総合計画審議会条例

 総合的かつ計画的な市政の運営を図
るため、総合計画を策定する。

 総合計画は、基本構想、基本計画、
実施計画で構成する

 市長は、基本構想の策定にあたっては、
西予市総合計画審議会に諮問する

 基本構想の策定、変更にあたっては議
会の議決を経る

 市長の諮問に応じ、西予市総合計画
に関し、必要な事項を調査及び審議
し、市長に答申する

 委員の任期は、諮問された事項を答
申するまで

【諮問事項】
 基本構想の変更について
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２ 総合計画の役割

総合計画とは
市の最上位計画としての位置づけのもと、本市におけるまちづくりの方向性を示すものをいう。
（西予市総合計画策定条例第２条第１項）

総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画で構成する。

●基本構想●
本市が目指す将来像と、それを実現するための基本目標や施策の大綱などを示す
ものをいう。変更は議決事項となる。

●基本計画●
基本構想に基づき、今後取り組むべき主要施策を各分野にわたって体系的に定めるも
のをいう。概ね３年に一度見直しを行う。

●実施計画●
基本計画に基づき、具体的に実施する事業を定めるものをいう。社会情勢に応じた、事
業の優先度、財政状況などにより行政経営システム（平成30年度導入）により評価
を行い毎年見直しを行う。

基本構想

基本計画

実施計画

平成28年度 令和６年度～

審議会への諮問

3



３ 基本構想の変更について

基本構想の変更 創生総合戦略との一体化

2. 国の政策に基づくもの

 第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣
議決定（12月20日）

 第１期での地方創生を一層充実・強化
 ビジョンに大きな変更なし

3. 人口推計、産業構造等の数値の更新

第２次西予市総合計画の変更

1. 市政懇談会（７月～10月）の意見を反映

 基本計画、実施計画等に市民の意見を反映

1. 総合計画等が地方版総合戦略としての内容を
備えている場合には、一つのものとして策定する
ことを可能とする（令和元年3月…国が公表）

【第１期西予市創生総合戦略より】
本市は、市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定するに当
たり、第２次西予市総合計画（以下「第２次総合計画」とい
う。）の審議・検討と連携し、産官学金からなる審議会を構成し、
慎重に審議を重ね、ここに、次のとおり、西予市まち・ひと・しごと創
生総合戦略（以下「西予市総合戦略」という。）を策定する。
なお、本市は、第２次総合計画と同時に審議・検討をしているこ
とから、人口減少対策に集中しているものの、その内容は多分に重
複することを予めお断りしておく。
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４ 基本構想の変更ポイント

市政懇談会の意見を反映

国の政策に基づくもの

人口推計等の更新

創生総合戦略との一体化

2025年の目標
（令和7年度）

【人口】
35,000人弱

【市内総生産】
800億円弱

 「まち・ひと・しごと」の区分に基づき、政策
体系の見直し

 第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
に沿った見直し

• 基本事業の見直し
• 基本事業の成果指標設定

（例）地域センターへの移行率
自主防災訓練の実施率等

【基本目標】
• 「稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする」
• 「地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる」
• 「結婚・出産・子育ての希望をかなえる」
• 「ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる」
【横断的な目標】
• 「多様な人材の活躍を推進する」
• 「新しい時代の流れを力にする」

 人口推計、産業構造等数値の更新

• 住民基本台帳に基づく、将来人口推移の更新
• 統計調査等に基づく、直近の数値への更新

 事務の効率化に向けた一体化

• 総合計画の目的は、人口減少の克服、地方創生
となっており、変更後の基本計画等についても、従
来通り、総合計画、創生戦略を一体化し、事務の
効率を図る
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2025年（令和7年）の目標
変革、それこそ夢と希望を叶える唯一のすべである

【人口】
35,000人弱

【市内総生産】
800億円弱

2025年（令和7年）の目標 第2次西予市総合計画のテーマ

ひとづくり まちづくり 行財政しごとづくり
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【参考】基本計画体系図（しごとづくり）
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１- 商工業の振興

空き店舗・空き地活用の推進

事業所の経営支援

企業誘致と創業支援

２- 農業の振興

持続的な農業経営への基盤づくり

地産・地消の推進

経営安定化への支援

畜産・酪農の推進

特産品・産地化の推進

３- 森林保全と林業の振興

林業事業体の育成支援

林業環境の基盤整備

森林除間伐の推進

市産材の活用促進

４- 水産業の振興

水産物流円滑化の推進

水産業の担い手育成

漁港の整備と維持管理

５- 観光の振興

観光施設の活用と適正な管理

観光推進組織の強化

イベントによる観光の促進

ジオパークの普及推進

新たな単位施策体系図
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【参考】基本計画体系図（ひとづくり）
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【参考】基本計画体系図（ひとづくり）

１- 子育て支援の推進

幼保の機能充実/保育サービスの充実

全ての子どもが健やかに育つ支援

子育て家庭への経済援助

２- 学校教育の充実

確かな学力の育成

健やかな体の育成

豊かな心を育む

教育環境の整備

地域の特色を活かした学習の推進

３- 健康づくりの推進

早期発見・早期治療の促進

生活習慣の完全による疾病予防

心の健康づくり

母子の穏やかな成長支援

４- 継続的な医療体制づくりの推進

地域医療の継続的運営への取り組み

救急医療の確保

国民健康保険財政の健全運営

５- 火災・救急体制の整備

常備消防・救急体制の確保

常備消防施設装備の整備

警防・予防体制の充実

消防団活動の推進

家族形成の支援

地域と共にある学校づくり

安全な通学環境整備と放課後活動の充実

６- 高齢者福祉・介護保険の推進

社会参加促進と連携による見守りの推進

介護予防の推進

地域包括ケアシステムの推進

７- 障がい者福祉の推進

自立支援・地域生活支援サービスの利用促進

障がい者への経済援助

障がいに対する理解の推進

９- 生涯学習の推進

生涯学習施設の管理

生涯学習機会の充実

地域・学校との連携

10- 人権の尊重と男女共同
参画の推進

人権教育の推進

人権の擁護

男女共同参画の推進

11- スポーツの振興

スポーツ推進の基盤整備

スポーツ機会の充実

競技スポーツの支援

スポーツ支援の管理と利用促進

住み慣れた地域で暮らせる介護環境づくり

介護保険の適正利用

８- セーフティネットの確保と地
域福祉の推進

自立支援と適正な生活保護

生活困窮者対策の推進

インフォーマルサービスの推進

窓口業務ワンストップ化

12- 文化の振興

文化財の保護

文化施設の適正化と維持管理

特色のある文化施策の取組み

新たな単位施策体系図

社会参加の促進
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【参考】基本計画体系図（まちづくり）
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【参考】基本計画体系図（まちづくり）

１- 持続的な市域へのデザイン

市街地整備及びコンパクトシティの推進

地域計画の策定によるまちづくり

遊休資産の有効活用

２- 市民協働の推進

コミュニティ施設の管理・再編

支所・公民館機能の再編

地域主導の地域づくり

市民活動の活性化

５- 道路・橋梁整備と維持管理

道路の整備と維持管理

橋梁の整備と維持管理

４- 交通安全・防犯対策の推進

交通安全対策の推進

防犯対策の推進

被害に合わない・被害を軽減する取り組
みの推進

８- 自然環境・生活環境の保全

適正な廃棄物処理

減量化・資源化の推進

生活環境の整備

自然への負荷低減

新たな単位施策体系図

公園の維持管理

６- 水道水の安定供給

水道施設の整備・更新

安定した上水道経営の推進

汚水処理施設への接続促進

７- 汚水処理の推進

汚水処理施設・管渠の維持管理

安定した下水道経営の推進

汚水処理施設への接続促進

３- 防災・減災対策の推進

地域防災力の強化

防災情報システムの整備

空き家の安全管理

９- 地域情報化と情報発信の向上

ICT利活用の推進

情報提供及び発信の強化

庁内システムの整備と管理

国際化・地域間交流の推進

市内高等学校の魅力化

大学連携の推進

生物多様性の保全・推進

11



６ 変更のスケジュール

下旬 上旬 下旬 上旬 下旬下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬

11月 12月 １月 ２月 ３月

上旬 下旬 上旬 下旬 上旬

6月 7月 8月 9月 10月

下旬 上旬 下旬 上旬

事務局

担当課

理事者

西予市

総合計画

審議会

議会

市政懇談会

７/４～10/24

※当初は９月下旬に終了予定

答申

議会発送

2/8

行政

報告会

6/10

まち・ひと・しごと創生基本方針

2019の公表 6/21

（内閣府）

まち・ひと・しごと創生基本方針2019に基づき、

西予市総合計画基本構想変更（案）の策定

基本構想変更

（案）の確認

基本構想変更

（案）の審議

基本

構想

（案）

基本構想変更

（案）の審議

⇒議決

諮問

精査

まち・ひと・しごと創生基本方針2019、市政懇談会の意見に基づき

基本計画、成果指標の確認・変更作業（行政内部）

まち・ひと・しごと創生基本方針2019、市政懇談会の意見に基づき

基本計画、成果指標の確認・変更作業（行政内部）
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